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東日本大震災被災動物に対する 

個体識別(所有明示)推進支援措置の実施について 
 

 

この度の大震災における罹災にもかかわらず、いち早く被災動物の救護活動を開始

されました自治体関係者及び地方獣医師会関係者の皆様に心から敬意を表する次第

です。 

この度、被災地の地方獣医師会から本会あてに、本震災に係る被災動物救護活動の

円滑な推進を図るために、関係自治体及び地方獣医師会による動物救護・保護施設(動

物病院を含む。)において保護・一時預りしている被災動物に対し、マイクロチップ

による個体識別(所有明示)措置を行うための支援等の相談が寄せられているところ

です。 

本会といたしましては、被災地等における獣医療の提供及び動物の福祉・適正管理

の観点から、本震災に係る関係自治体、地方獣医師会による被災動物救援活動の一環

として行われる、被災動物への個体識別(所有明示)措置の実施等の取り組みに関して、

必要となるマイクロチップの提供及びマイクロチップを措置した動物に係る個体情

報のデータベース登録についての円滑な推進に向け、支援対策を実施することとしま

した。 

本会の支援措置は、別添の「東日本大震災被災動物に対する個体識別（所有明示）

措置の支援措置方針」により行うこととしておりますので、内容ご了知の上は、積極

的な対応をお願いする次第です。 

なお、支援措置の適用を申し込まれる地方獣医師会におかれましては、予め本会担

当者と事前の手続き等ご協議いただきたく併せてお願い申し上げます。 
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東日本大震災被災動物に対する個体識別(所有明示)推進の支援措置方針 

 
 
(目的) 

第１ 東日本大震災において被災した犬・猫等の家庭動物（以下「被災動物」という。)

については、地方獣医師会において動物救援活動が実施されているところであるが、当

該被災動物に対し地方獣医師会が行う動物救援活動の一環として、マイクロチップによ

る個体識別（所有明示）措置の円滑な実施を支援することにより、動物愛護管理法が求

める動物の所有者の責務の発揮を推進する。 
 
(支援措置) 

第２ 日本獣医師会は、日本獣医師会の行う動物適正管理個体識別等普及推進事業（マイ

クロチップによる所有明示のための個体識別措置（以下「動物ＩＤ措置」という。）と

動物ＩＤ個体情報の登録・照会）により、次の各号により掲げるところにより行われる

「動物ＩＤ措置」の実施と動物ＩＤ個体情報の登録（以下「動物ＩＤ登録」という。）

の円滑な実施を支援する。 

 

（１） 被災県・市(以下「被災県等」という。)又は被災県等の区域に存する地方獣医師

会（以下「被災獣医師会」という。)により被災動物に対し行われる「動物ＩＤ措置」

及び「動物ＩＤ登録」 
 
（２） 地方獣医師会により被災県等からの避難飼い主が同行した被災動物に対し行われ

る「動物ＩＤ措置」及び「動物ＩＤ登録」 
 

（３） その他本会会長が必要として認めた被災動物の「動物ＩＤ措置」及び「動物ＩＤ

登録」 
 
２ 支援措置は、被災獣医師会又は地方獣医師会の申し出を受けて実施する。 
 
(支援の内容等) 

第３ 本会は、被災獣医師会又は地方獣医師会の申し出により、支援措置の対象となる被

災動物の「動物ＩＤ措置」の実施に必要となるマイクロチップを提供する。なお、提供

するマイクロチップの数は、本会に申し出のあった地方獣医師会の要請を考慮し決定す

るが、使用するマイクロチップは、国内におけるマイクロチップ販売会社の協力を得て

用意するほか、必要に応じ本会が提供する。 

 

２ 支援措置により、「動物ＩＤ措置」を実施した被災動物の動物ＩＤ情報については、本

会の「動物適正管理個体識別登録等推進事業実施要領」に基づくシステムへの登録を次
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により行う。 

 

（１）「動物ＩＤ登録」の申込みは、原則として被災獣医師会又は地方獣医師会を経由して

行う。 

 

（２）支援措置による「動物 ID 登録」に当たり必要となる登録料は無償とする。 

 

(実施期間) 

第４ 支援措置に係るマイクロチップ提供及び「動物ＩＤ登録」の支援措置は、当面平成

23 年 10 月末日まで地方獣医師会から支援申込みがあったものを対象とする。なお、実

施期間は、本会会長が必要と認めたときは延長することができる。 

 

(実施状況の報告) 

第５ 支援措置を受けた被災獣医師会及び地方獣医師会は、本会からの求めに応じ、支援

措置の終了後速やかに本会会長あて実施概要（実施頭数及び実施場所等）を報告する。 

 

 

(附 則) 

 この方針は、平成 23 年 4 月 28 日から適用する。 

 (平成 23 年 4 月 28 日付け 23 日獣発第 24 号) 
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